
 

 

京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院医の倫理委員会研究等倫理審査及び 

京都大学特定認定再生医療等委員会再生医療等審査受託内規 

 

（平成２６年９月１１日医学教授会制定） 

（平成２６年１２月１１日医学教授会改定） 

（平成２８年７月７日病院協議会改定） 

（令和元年１０月３日病院協議会改定） 

（令和２年４月２日病院協議会改定） 

 

第１条 この内規は、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院医の倫理委員会内規の附則及び京都大

学特定認定再生医療等委員会規程第４条に基づき、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院（以下

「医学部等」という。）が本学以外の施設から受託するヒトを対象とした医学の研究及び臨床応用（以下「研究等」

という。）の倫理審査及び再生医療等の安全性の確保等に関する審査等（以下「再生医療等審査」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 研究等の倫理審査及び再生医療等審査（以下「審査等」という。）を委託しようとする者（以下「依頼施

設」という。）は、所定の申請書を京都大学大学院医学研究科長（以下「医学研究科長」という。）及び医学部附属

病院長に提出しなければならない。 

２ 医学研究科長及び医学部附属病院長は、前項の依頼に係る審査等の受託を決定したときは、速やかに依頼施設に

その旨を通知し、所定の手続きを行うものとする。 

 

第３条 前条第２項の手続き後、依頼施設は、医学部等が指定する方法により、審査等手数料を納付しなければなら

ない。 

２ 審査等手数料の額は、別表に定める額とする。 

３ 一旦納付された審査等手数料は、返還しない。 

 

第４条 前条の審査等手数料の納付後、医学研究科長及び医学部附属病院長は、申請のあった審査等について、担当

委員会に諮問する。 

２ 諮問を受けた担当委員会の委員長は、審議終了後速やかに、その結果に基づき意見を付して、医学研究科長及び

医学部附属病院長に答申しなければならない。 

３ 医学研究科長及び医学部附属病院長は、担当委員会による審査等の結果を尊重の上、審査等結果を依頼施設に通

知するものとする。 

 

第５条 依頼施設は、臨床研究に関連する重篤な有害事象及び不具合等の発生を知ったときは、直ちにその旨を医学

研究科長及び医学部附属病院長に報告しなければならない。 

２ 依頼施設は、毎年一回研究等の進捗状況等について医学研究科長及び医学部附属病院長に報告しなければならな

い。 

第６条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施について必要な事項は、担当委員会が定める。 

 

附 則 この内規は、平成２６年９月１１日から施行する。 

附 則 この内規は、平成２６年１２月１１日から施行する。 

附 則 この内規は、平成２８年７月７日から施行し、平成２８年７月１日より適用する。 



附 則  

１ この内規は、令和元年１０月３日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この内規の施行の日前に第２条第２項に定める通知を受けた審査等については、なお

従前の例による。 

附 則 この内規は、令和２年４月３日から施行する。 

 

 

別 表 

【学内の場合】 

審査項目 新規／継続 単位 金額／年 

医の倫理委員会 研究審査介

入研究 

 

新規（新たに審査依頼をする場合）  １件 67,000円 

継続（経過１年毎に更新をする場合） １件 51,000円 

医の倫理委員会 研究審査観

察研究（ゲノム研究含む。） 

新規（新たに審査依頼をする場合） １件 49,000円 

継続（経過１年毎に更新をする場合） １件 10,000円  

特定認定再生医療等委員会  

再生医療等審査  

新規（新たに審査依頼をする場合）  １件 314,000円 

継続（経過１年毎に更新をする場合）  １件 174,000円 

 

【学外の場合】 

審査項目 区  分 単位 金額／年 

特定認定再生医療等委員会  

再生医療等審査  

新規（新たに審査依頼をする場合）  １件 613,000円 

継続（経過１年毎に更新をする場合）  １件 268,000円 

医の倫理委員会 研究審査 

新規（新たに審査依

頼をする場合） 

研究機関、診療機関 １件 123,000円 

その他の機関 １件 613,000円 

継続（経過1 年毎に

更新をする場合） 

研究機関、診療機関 １件 63,000円 

その他の機関 １件 268,000円  

京都大学を主たる研究機関とした多

施設共同研究における学外施設にか

かる審査（介入研究に限る。） 

新規（新たに審査依頼をする場合） 
１件 

１施設 

 

10,000円 

 京都大学医の倫理委員会で中央一括

審査する際の従たる施設にかかる審

査（介入研究に限る。） 

「研究機関、診療機関」とは、国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等の公的機関並びに研究開発を主

たる事業とする企業等及び診療機関（民間含む。）をいう。 


